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天
理
本

『
欧
陽
文
忠
公
集
』

に

つ
い
て

東

英

寿

北
宋

の
欧
陽
脩

(
一
〇
〇
七
～

一
〇
七
二
)
の
全
集

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
三
巻
附
録
五
巻
は
、
南
宋

の
周
必
大

(
一
=

一六

～

↓
二
〇
四
)
ら
に
よ

つ
て
編
纂
さ
れ
、
今
日
に
伝
わ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
南
宋
本

『
歓
陽
文
忠
公
集
』
は
、
現
在
中
国
や
台
湾

に
も
所
蔵
さ
れ

て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
完
本
で
は
な
く
、
中
に
は
保
存
状
態
が
良
く
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
日
本
の

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館

(以
下
、
天
理
図
書
館
と
称
す
)
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
南
宋
本

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
百

五
十
三
巻
附
録
五

巻
は
、

一
部
に
後
人
の
補
写
が
あ
る
と
は
い
え
、
ほ
ば
完
本
に
近
く
保
存
状
態
も
良

い
。
そ
の
書
誌
学
上
の
特
色
は
、

半
葉
十
行
、
毎
行
十
六
字
、
註
文
隻
行
、
左
右
隻
辺
。

版
心
の
下
方
に
刻
工
者
名
あ
り
。

一
部
は
後
人
の
補
写
あ
り
。
(補
写
部
分
は
、
「居
士
集
」
巻
三
十

五
か
ら
巻

四
十

の
第

一
葉
、
「
居
士
外
集
」

巻
二
十
三
第
十
八

葉
か
ら
巻

二
十
五
、
「易
童
子
問
」、
「外
制
集
」、
「内
制
集
」
巻

一
か
ら
巻
四
、
「表
奏
書
啓

四
六
集
」
巻
四
第

一
葉
か
ら
第
五
葉
、

同
巻
五
第
二
十
六
葉
か
ら
第

二
十
九
葉
、
「
集
古
録
蹟
尾
」
巻
七
第

一
葉
か
ら
第
十
六
葉
、
及
び
附
録
巻
五
第

三
十
七
葉
)

で
あ

り
、
百
五
十
三
巻
附
録
五
巻
の
う
ち
、
後
人
の
補
写
は
僅
か
に
二
十
三
巻
部
分
に
過
ぎ
ず
、
南
宋
刊
本
が
ほ
ぼ
原
形
を
留
め
て
伝

わ

つ
て
い
る
の
で
、
現
在
天
理
本
は
日
本

で
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

天

理
図
書
館
所
蔵

の
宋

・
金

・
元
時
代
の
版
本
を
詳
細
に
調
査
さ
れ
た
阿
部
隆

一
氏
に
よ
る
と
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
の
刻
工
者

の

「19一

天
理
本

『欧
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て



中
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学
論
集

第
三
十
号

多
く

は
寧
宗
朝

二

一
九
四
～

一
二
二
四
)
の
人
で
、
そ
の
活
躍
時
期
は
孝
宗

(
一
一
六
二
～

一
一
八
九
)
後
期
か
ら
理
宗

(
一
二
二

四
～

一
二
六
四
)
初
年
に
渡

っ
て
お
り
、
欠
筆
が
光
宗

二

一
八
九
～

一
一
九
四
)
の
譯
の

「
惇
」
に
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
天
理

本
は
寧
宗
朝
前
期
に
刊
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
言
う
。
更

に
、
阿
部
氏
は
、
周
必
大
ら
の
編
纂
し
た

『欧
陽
文
忠
公
集
』

は
南

宋
時
代
に
す
ぐ
に
覆
刻
本
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
天
理
本
や
中
国
、
台
湾
に
伝
わ
る
南
宋
本

『
欧
陽
文
忠
公
集
』

を
比

較
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
南
宋
本
は
ど
れ
が
周
必
大
の
原
刻
本
か
、
そ
の
後
の
覆
刻
本
な
の
か
俄

に
定
め
が
た
い
と
結
論
づ
け
る
。

と

こ
ろ
で
、
周
必
大
は

「隊
陽
文
忠
公
集
後
序
」

の
中
で
、

起
紹
煕
辛
亥
春
、
迄
慶
元
丙
辰
夏
、
成

一
百
五
十
三
巻
、
別
爲
附
録
五
巻
。

紹
煕
辛
亥
の
春
起
り
、
慶
元
丙
辰

の
夏
に
迄
び
、

一
百
五
十
三
巻
を
成
し
、
別
に
附
録
五
巻
を
為
る
。

と
述

べ
る
様
に
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
の
編
纂
期
間
は
紹
煕

二
年

(
一
一
九

一
)
か
ら
慶
元
二
年

(
一
一
九
六
)
ま

で
の
問
で
あ

っ
た

こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
文
化
庁
監
修

『
国
宝
』
(毎
日
出
版
社
、

一
九
八
五
年
)
で
は
天
理
図
書
館
所
蔵
の

『欧
陽
文
忠
公
集
』

を
周

必
大
の
原
刻
本
と
見
な
し
慶
元
二
年

の
出
版
と
す
る
。

一
方
、
『善
本
写
真
集
十
九

宋
版
』
(
天
理
図
書
館
、

一
九
六
二
年
)
に

お
い

て
は
、
「
刻
工
に
勘
案
し
て
慶
元

・
嘉
泰
の
交
の
刊
刻
か
。」
と
記
載
す
る
。
慶
元
年
間

二

一
九
五
～

一
二
〇

〇
)
及
び
嘉
泰
年

間

(
一
二
〇

一
～

一
二
〇
四
)
と
刊
行
時
期
を
幅
広
く
取
り
、
し
か
も
編
纂
時
期
の
特
定
は
し
て
い
な
い
。

そ
の
理
由
は
阿
部
氏
も
述

べ
て

い
た
様
に
、
天
理
本

『欧
陽
文
忠
公
集
』
が
こ
れ
ま
で
周
必
大
の
原
刻
本
か
否
か
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
を
編
纂
し
た
周
必
大
の
作
品
に
視
点
を
据
え
て
考
察
を
行
う
と
、
天
理
本

『
欧
陽

文
忠
公
集
』
が
周

必
大

の
原
刻
本
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

小
稿
で
は
、
如
上
の
観
点
か
ら
天
理
図
書
館
所
蔵
の
国
宝

『欧
陽
文
忠
公
集
』
の
刊
行
過
程
を
能
う
限
り
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

一20一
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周
必
大
の

「
欧
陽
文
忠
公
集
後
序
」
に
は
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』

の
編
纂
に
参
加
し
た
学
者
達

に
つ
い
て
次
の
様

に
述

べ
る
。

會
郡
人
孫
謙
益
老
於
儒
學
、
刻
意
斯
文
。
承
直
郎
丁
朝
佐
博
覧
群
書
、
尤
長
考
謹
。
於
是
偏
捜
善
本
、
傍
采
先

賢
文
集
、
與
郷
貢

進
士
曾
三
異
等
互
加
編
校
。

会
ま
郡
人
の
孫
謙
益
は
儒
学
に
老
い
、
意
を
斯
文
に
刻
む
。
承
直
郎

の
丁
朝
佐
は
群
書
を
博
覧
し
、
尤
も
考
証

に
長
け
り
。
是

に

於
い
て
旧
本
を
偏
く
捜
し
、
傍
く
先
賢

の
文
集
を
采
り
、
郷
貢
進
士

の
曾
三
異
等
と
互
い
に
編
校
を
加
ふ
。

こ
こ
で
、
周
必
大
は

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
を
編
纂
し
た
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
孫
謙
益
、
丁
朝
佐
、
曾
三
異
を
挙
げ

て
い
る
。
孫
謙
益

に
つ
い
て
は

「
居
士
集
」
五
十
巻
部
分

の
各
巻
末
に

「
紹
煕

二
年
三
月
郡
人
孫
謙
益
校
正
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
全
集

の
編
纂
が
開

始
さ
れ
て
す
ぐ

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
所
収
の

「
居
士
集
」
五
十
巻
部
分
の
校
勘
作
業
は
孫
謙
益
に
よ

っ
て
始
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
周
必
大
が
孫
謙
益
に
送

っ
た
書
簡
其

一

(紹
煕
五
年
六
月
付
)
に
、

曾
無
疑
送
別
集
目
録
來
共
三
冊
、
井
移
改
手
書
五
巻
、
丁
朝
佐
筍
子

一
幅
拉
納
呈
。
幸
仔
細
鮎
勘
、
疾
速
送
示
。
恐
未
能
併
了
。

曾
無
疑

(曾
三
異
の
字
)
の
別
集
目
録
を
送
り
来
る
こ
と
共
に
三
冊
、
移
改

の
手
書
五
巻
、
丁
朝
佐
の
筍
子

↓
幅
を
井
せ
て
並
び

に
納
呈
す
。
幸
は
く
は
仔
細
に
点
勘
し
、
疾
速
に
送
示
せ
ん
こ
と
を
。
恐
ら
く
は
未
だ
併
了
す
る
能
は
ざ
ら
ん
。

一21一

と
あ

る
こ
と
か
ら
、
周
必
大
は
曾
三
異
の
目
録
や
丁
朝
佐
の
筍
子
を
今

一
度
孫
謙
益
に
校
勘
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。

に
挙
げ
る
書
簡
其

二

(紹
煕
五
年
付
)
で
は
、

ま

た

、

次

今
、
汲
汲
と
し
て
総
目
及
び
諸
集
を
得
て
排
比
せ
ん
こ
と
を
欲
し
、
因
循
を
免
れ
ん
こ
と
を
庶
ふ
に
、
何
ぞ
乃
ち
遅
遅
た
る
こ
と

此
の
如
し
。

今
汲
汲
欲
得
総
目
及
諸
集
排
比
、
庶
免
因
循
、
何
乃
遅
遅
如
此
。

天
理
本

『欧
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て
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と
あ
り
、
周
必
大
は
孫
謙
益
に

『
欧
陽
文
忠
公
集
』

の
排
列
に
つ
い
て
の
考
証
を
遅
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
催
促
し
て
い
る
の
が

わ
か
る
。

こ
の
様
に
、
周
必
大
は
全
集

の
編
纂
に
当
た

っ
て
、
最
も
孫
謙
益
を
頼
り
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

丁
朝
佐

に
つ
い
て
は
、
「
居
士
集
」
巻

二
十
五
、
巻
三
十

一
の
各
巻
末
の
校
勘
記
の
記
述
か
ら
、
文
字
や
語
彙
面

に
詳
し
か

っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
「居
士
集
」
巻
三
十

一
の
校
勘
記
に
次
の
様
に
記
載
す
る
。

朝

佐
孜
公
集
、
怠
、
造
、
殆
三
字
、
似
通
用
。
…
…
此
亦
以
怠
爲
殆
也
。
…
…
此
則
以
迫
爲
殆
也
。
諸
本
間
有
改
者
。
覧
者
以
意
讃
之
。

朝

佐
孜
ふ
る
に
公
の
集
、
怠
、
迫
、
殆
の
三
字
、
通
用
す
る
に
似
た
り
と
O
…
…
…
此
も
亦
た
怠
を
以
て
殆
と
為

す
な
り
。
…
…
…

此
は
則
ち
造
を
以
て
殆
と
為
す
な
り
。
諸
本
に
間
々
改
む
る
者
有
り
。
覧
る
者
は
意
を
以
て
之
れ
を
読
め
。

「
欧
陽
文
忠
公
集
後
序
」

の
中

で
周
必
大
も

「尤
長
考
謹
」
と
言
及
し
て
い
た
様

に
丁
朝
佐
は
考
証

に
優
れ
て
お

り
、
文
字
の
異
同

を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
全
集

の
校
勘
者
と
し
て
適
任

で
あ

っ
た
。
ま
た
、
曾
三
異
に
つ
い
て
は
、
周
必
大
が
彼
に
送

っ
た
書
簡
其

一

(
紹
煕

四
年
)
に
、
「
蒙
索
元
稿
、
謹
封
納
。
」
と
あ
り
、
周
必
大
ら
が
編
纂
し
た

『
欧
陽
文
忠
公
集
』

の
原
稿
は
曾

三
異
が
所
蔵
し
て

い
た
も

の
を
用

い
た
様
で
あ
る
。

天
理
本

『
欧
陽
文
忠
公
集
』

の
巻
末
に
、
上
述
し
た
三
人
を
含
め
て
全
集

の
校
正
者
、
覆
校
者
の

一
覧
が
あ
る
。

編

定
校
正

孫
謙
益
、
丁
朝
佐
、
曾
三
異
、
胡
何

覆
校葛

深
、
王
伯
舞
、
朱
零
、
胡
嫡
、
曾
燥
、
胡
漢
、
劉
賛
、
羅
泌

校
正
者
と
し
て
は
、
前
述
し
た
三
人
以
外
に
胡
何
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼

の
役
割
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
覆
校
者
に
つ
い

て
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』

の
各
巻
末
の
校
勘
記
部
分
か
ら
担
当
箇
所
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
「
河
北
奉
使
奏
草
」
上

・
下
部
分
に
、

い

ず
れ
も

「紹
煕
五
年
十
月
郡
人
王
伯
鋼
校
正
」
と
あ
り
、
こ
の
部
分
は
王
伯
鋼
が
校
正
を
担
当
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
王
伯
認
に
つ
い

て
は
、
「
撲
議
」

の
巻
末

の
校
勘
記
に
も

「
紹
煕
五
年
十
月
郡
人
孫
謙
益
王
伯
鋼
校
正
」
と
あ
る
。
ま
た

「
近
膿
樂

府
」
巻
三
の
校
勘

一22一



記

に

「
郡
人
羅
泌
校
正
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
、
「近
膿
樂
府
」
部
分
は
羅
泌
が
校
正
を
担
当
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
他

の
覆
校
者

に
つ
い
て
は
、
校
正
箇
所
を
明
確
に
は
で
き
な
い
。

さ

て
、
周
必
大
が

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
を
刊
行
し
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
曾
三
異

へ
の
書
簡
其

一

(紹
煕
四
年
)
に
次

の
如
く
述
べ
る
。

六

一
集
方
以
俸
金
、
送
劉
氏
兄
弟
、
私
下
刻
板
。

六

一
集
方
に
俸
金
を
以

て
、
劉
氏
兄
弟

に
送
り
、
私
に
刻
板
に
下
す
。

紹
煕

四
年

(
三

九
三
)
頃
、
既
に
資
金
を
刻
工
で
あ
る
劉
氏
兄
弟
に
送
り
版
刻
を
始
め
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

ま
た
、
周
必
大
は

「欧
陽
文
忠
公
集
後
序
」

に
、
「第
首
尾
浩
博
、
随
得
随
刻
、
歳
月
差
互
、
標
注
抵
悟
、
所
不
能
免
」
と
記
載
す
る
様
に
、
校
勘
が
終
わ

っ

た
箇
所

か
ら
す
ぐ
に
版
刻
に
ま
わ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「奏
議
集
」
巻
十
七
の
校
勘
記
に
は
、

皆
當
以

一
作
爲
正
。
已
刻
板
、
難
蓋
易
、
書
示
後
人
、
使
知
所
澤
焉
。

皆
当

に

一
作
を
以
て
正
と
為
す
べ
し
。
已
に
板
に
刻
し
、
尽
く
易

へ
難
け
れ
ば
、
書
し
て
後
人
に
示
し
、
択
ぶ
所
を
知
ら
し
む
。

一23一

と
あ

り
、
当
初
、
編
纂
段
階
で
異
本
が
あ

っ
た
た
め
、
そ
れ
を

「
一
作
」
と
い
う
形
で
付
け
加
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
な

っ
て

そ
の

「
一
作
」

の
方
が
正
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
す
で
に
版
刻

へ
ま
わ
し
て
し
ま
い
、
も
は
や
変
更
す
る
こ
と

が
難
し
か

っ
た
の

で
、

こ
の
様

に

「
一
作
」
が
正
し
い
と
い
う
記
述
を
付
け
加
え
た
の
で
あ

っ
た
。
校
勘
作
業
が
終
了
し
た
箇
所
か
ら
次

々
と
版
刻
に
ま

わ
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
そ
の
た
め
後

で
変
更
箇
所
が
出
て
き
て
も
、
本
文
を
差
し
変
え
る
こ
と
が
難
し
か

っ
た
の

で
あ
る
。
更
に
、

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
所
収
の

「書
簡
」
部
分

の
最
後

に
付
け
ら
れ
た
校
勘
記

で
は
、

錐

蚊
注
歳
月
、
而
先
後
間
有
差
互
。
既
巳
誤
刊
、
重
於
改
易
、
姑
附
注
其
下
。

並

び
に
歳
月
を
注
す
と
難
も
、
先
後

に
間

々
差
互
有
り
.
既
已
に
誤
ま
り
て
刊
せ
る
は
、
改
易
を
重
ん
じ
、
姑
く
其

の
下
に
附
注
す
。

天
理
本

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て
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と
あ

り
、
「書
簡
」
部
分
も
後
に
誤
ま
り
の
箇
所
が
見

つ
か

つ
た
が
、
既
に
版
刻

へ
ま
わ
し
た
後
だ

つ
た
。
し
か
し
、
改
易
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
部
分
に
注
を
附
す
と
い
う
方
法
を
と
つ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
校
勘
記
の
中
で
表
明
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

た
と
え
ば
、
「書
簡
」
巻
八

「
答
韓
宗
彦
」
に
は

「本
巻
前
有
答
韓
欽
聖

二
幅
即
宗
彦
也
。
誤
寅
此
。
」
と
い
う
注
が
あ
る
。
確

か

に
、

巻
八
に
は
既
に

「答
韓
欽
聖
」
と
い
う
書
簡
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
本
来
は

「答
韓
宗
彦
」
も

「
答
韓
欽
聖
」

と

一
連
の
も
の
と

し
て
同
じ
箇
所
に
収
録
す
べ
き
で
あ

っ
た
が
、
当
初
韓
欽
聖
と
韓
宗
彦
を
同

一
人
物
と
認
識
し
な
い
ま
ま
版
刻

に
ま
わ
し
て
し
ま

っ
た
。

そ
の
後
、
同

一
人
物
だ
と
気
づ
い
た
た
め
、
か
か
る
注
を
施
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
様
に
、
百
五
十
三
巻

に
わ
た
る
大
部
の

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
を
紹
煕
二
年

(
一
一
九

一
)
か
ら
慶
元

二
年

(
一

一
九

六
)
の
僅
か
六
年
の
間

で
編
纂
で
き
た
の
は
、
周
必
大
が
校
勘
が
終
わ

つ
た
箇
所
か
ら
す
ぐ
に
版
刻
に
ま
わ
す

と
い
う
作
業
方
針

を
徹

底
さ
せ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

三

南
宋
の
中
期
頃
に
伝
わ

っ
て
い
た
書
籍
に

つ
い
て
の
解
題
で
あ
る
、
陳
振
孫
の

『
直
齋
書
録
解
題
』
巻
十
七
で
は
欧
陽
脩

の
全
集
に

対
し

て
次
の
様
に
記
載
す
る
。

一24一

其
集
偏
行
海
内
、
而
無
善
本
。
周
益
公
解
相
印
蹄
、
用
諸
本
編
校
、
定
爲
此
本
、
且
爲
之
年
譜
。
自
居
士
集
、
外
集
而
下
、
至
於

書
簡
集
、
凡
十
、
各
刊
之
家
塾
。
其
子
論
又
以
所
得
欧
陽
氏
傳
家
本
、
乃
公
之
子
秦
叔
弼
所
編
次
者
、
囑
益
公
奮
客
曾
三
異
校
正
、

益
完
善
無
遺
恨
　
。

其

の
集
偏
く
海
内
に
行
は
る
も
、
善
本
無
し
。
周
益
公
相
印
を
解
き
て
帰

へ
り
、
諸
本
を
用
い
て
編
校
し
、
定

め
て
此
の
本
を
為

り
、
且

つ
之
れ
が
年
譜
を
為
る
。
居
士
集
、
外
集
よ
り
し
て
下
、
書
簡
集
に
至
る
ま
で
、
凡
そ
十
、
各

々
之
れ
を
家
塾

に
刊
す
。

其

の
子
論
又
た
得
る
所
の
欧
陽
氏
伝
家
本
、
乃
ち
公
の
子
葉
叔
弼
の
編
次
す
る
所
の
者
を
以
て
、
益
公
の
旧
客

曾
三
異
に
属
し
て

校

正
せ
し
め
、
益

々
完
善
に
し
て
遺
恨
無
か
ら
し
む
。



こ
れ
に
よ
る
と
周
必
大
が
編
纂
し
た
欧
陽
脩
の
全
集
が
刊
行
さ
れ
た
後
、
息
子
の
周
論
に
よ

っ
て
全
集
は
改
訂
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
既
に
見
て
き
た
如
く
、
周
必
大
は
校
勘
が
終
わ

っ
た
箇
所
か
ら
す
ぐ
に
版
刻

に
ま
わ
す
と
い
う
作
業
を
繰
り
返

し
て
い
た
の
で
、

陳
振
孫
も
言
及
す
る
様
に
周
必
大
の
編
纂
し
た

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
は
既
に
出
版
さ
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
の
後
、
周

論
が
新
し
い
資
料
、
即
ち
欧
陽
氏
伝
家
本
で
あ
る
、
欧
陽
脩
の
息
子

・
欧
陽
葉
の
編
纂
本
を
入
手
し
た
。
そ
こ
で
、
周
論
が
よ
り
完
壁

を
期
す
た
め
に
そ
れ
を
用

い
て
再
度
曾

三
異
に
校
正
さ
せ
る
と
い
う
手
続
き
を
経

て
刊
行
さ
れ
た
改
訂
本
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
経
緯
に
つ
い
て
、
『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
百
五
十
三
の
欧
陽
脩

の

『
文
忠
集
』

の
提
要
に
お
い
て
は
、

而
振
孫
所
云
輪
得
欧
陽
氏
本
付
三
異
校
正
者
、
乃
在
朝
佐
等
校
定
之
後
添
入
刊
行
、
故
序
亦
未
之
及
歎
。

而
し
て
振
孫
云
ふ
所

の
論
、
欧
陽
氏
本
を
得
て
三
異
の
校
正
に
付
す
と
は
、
乃
ち
朝
佐
等
の
校
定

の
後
に
在
り

て
添
入
し
て
刊
行

す
、
故
に
序
も
亦
た
未
だ
之
れ
に
及
ば
ざ
る
か
。

と
述

べ
、
周
必
大
が
中
心
と
な

っ
て
編
纂
し
た

『
漱
陽
文
忠
公
集
』
の
校
正
者

で
あ

っ
た
丁
朝
佐
ら
の
校
定
を
経
た
後

に
、
周
論
が
欧

陽
氏
本
を
得

て
再
度
曾
三
異
の
校
正
を
踏
ま
え
た
全
集
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
、
周
必
大
の
序
文
で
は
周
論
が
改
訂
し
た
こ
と
に
言
及
し

て
い
な
い
の
だ
と
す
る
。
曾
三
異
は
周
必
大
が
編
纂
し
た
際
に
も
編
定
校
正
者
と
し
て
関
わ
り
、
周
論
は
彼
が
全
集
編
纂
情
況
を
詳
し

く
把
握
し
て
い
た
の
で
校
正
を
頼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
周
論

の
改
訂
本
を
見
て
陳
振
孫
は
解
題
を
作
成
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く
、
阿
部
氏
が
指
摘
し
て
い
た
二
系
統

の
宋
刊
本

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
と
は
、
周
必
大
が
刊
行
し
た
原
刻
本
と
そ
の
息
子

・
周

論
が
刊
行
し
た
改
訂
本
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と

こ
ろ

で
、
周
給

の
入
手
し
た
欧
陽
氏
伝
家
本
に
つ
い
て
、
『
四
庫
全
書
総
目
』
の
欧
陽
脩

『文
忠
集
』

の
提
要

に
お
い
て
は
次
の

様
に
述

べ
る
。

一25「

惟
巻
末
考
異
中
多
有
云
公
家
定
本
作
某
者
、
似
即
周
論
所
得
之
駄
陽
氏
本
。

惟
だ
巻
末
の
考
異
中

に
多
く
公
の
家
の
定
本
某
に
作
る
と
云
ふ
者
有
り
、
即
ち
周
論
の
得
る
所

の
欧
陽
氏
本
に
似
た
り
。

天
理
本

『欧
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て

ψ
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巻
末

の
校
勘
記

(考
異
)
中
に
出
て
く
る

「公
家
定
本
」
が
周
論
の
得
た
欧
陽
氏
伝
家
本
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

「居
士
集
」
巻
十
四
の
巻
末

の
校
勘
記
に

「
朝
佐
孜
公
家
定
本
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
は
看
過

で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
丁
朝

佐
は
最
初

に
周
必
大
が

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
を
編
纂
し
た
際
の
校
定
者

で
あ
り
、
周
論
が
改
訂
し
た
際

に
は
校
定
に
関
与
し
て
い
な
い

か
ら

で
あ
る
。
丁
朝
佐
が
校
勘
に

「
公
家
定
本
」
を
用

い
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
周
必
大
が
最
初
に
編
纂
し
た
際
に
用
い
ら
れ
た
資
料

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
、
周
輪
が
入
手
し
た
欧
陽
氏
伝
家
本
は
校
勘
記
中
に
見
ら
れ
る

「公
家
定
本
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
資

料
と

は
別
物
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
『
四
庫
全
書
総
目
』

の
提
要
の
説
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

四

さ

て
、
天
理
本
に
つ
い
て
は
、
刻
工
名
か
ら
南
宋
の
寧
宗
朝

二

一
九
五
～

一
二
二
四
)
前
期
に
刊
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
考
証
さ

れ
て
い
る
が
、
周
必
大
の
編
纂
し
た
原
刻
本
か
周
論
の
刊
行
し
た
改
訂
本
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
考
察

の
手
が
か
り
と
し
て
、
周
必
大
側
の
資
料
に
着
目
し
た
い
。
周
必
大
の
全
集

『
文
忠
集
』

に
は
、
彼

が

『
欧
陽
文
忠
公

集
』

の
編
纂

に
関
連
し
て
作
成
し
た

「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
序
」
、
「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
後
序
」
、
「欧
陽
文
忠
公
集
後
序
」
、
「欧
陽
文

忠
公
年
譜
後
序
」
の
四
つ
の
文
章
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
天
理
本
に
は
、
「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
序
」
「欧
陽
文
忠
公
集
古
録

後
序
」
「
欧
陽
文
忠
公
集
後
序
」

の
三
つ
の
文
章
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
序
」
は

「集
古
録
践
尾
」

の
巻
頭
の
欧

陽
脩

の
序
文
等
に
続
け
て
、
「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
後
序
」
は

「
集
古
録
践
尾
」
の
巻
末
部
分
に
、
「欧
陽
文
忠
公
集
後
序
」
は
全
集

の

最
後

に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

と

こ
ろ
で
、
周
必
大
の
全
集
で
あ
る

『
文
忠
集
』
は
彼
の
息
子

・
周
輪
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
陸
游

の

「
文
忠
集
原
序
」
に
は

次
の
様

に
言
う
。

一26二

公
既
亮
途
年
、
公
之
子
論
以
公
遺
文
號
省
齋
文
稿
者
、
屡
予
爲
之
序
。
…
…
…
開
禧
元
年
十
二
月
甲
子
陸
游
序
。

公
既
に
莞
り
て
年
を
途

へ
、
公
の
子
論
、
公
の
遺
文
、
省
斎
文
稿
と
号
す
者
を
以
て
、
予
に
属
し
て
之
が
序
を
為

ら
し
む
。
・



開
禧
元
年
十
二
月
甲
子
陸
游
序
す
。

こ
こ
か
ら
、
周
論
が
陸
游
に
序
文
を
依
頼
し
、
陸
游
は
開
禧
元
年

(
=

一〇
五
)
付
け
の
序
文
を
作
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

『
四
庫

全
書
総
目
』
巻
百
五
十
九
の
周
必
大

『文
忠
集
』
の
提
要

に
は
次
の
様
に
記
載
す
る
。

宋

周
必
大
撰
。
…
…
…
開
禧
中
、
其
子
論
所
手
訂
。
以
其
家
嘗
刻
六

一
集
、
故
編
次

一
遵
其
凡
例
。

宋

周
必
大

の
撰
な
り
。
…
…
…
開
禧
中
、
其
の
子
輪
、
手
つ
か
ら
訂
す
る
所
な
り
。
其

の
家
嘗
て
六

一
集
を
刻
す
る
を
以
て
、
故

に
編
次
は

一
に
其

の
凡
例
に
遵
ふ
。

周
必
大

の

『
文
忠
集
』
は
、
六

一
集
、
即
ち

『
欧
陽
文
忠
公
集
』

の
体
例
に
倣
い
、
開
禧
年
間

(
=

一〇
五
～

一
二
〇
七
)
に
彼

の

息
子

で
あ
る
周
論
が
完
成
さ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ

て
、
周
必
大
が

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
編
纂

に
関
連
し
て
作
成
し
た
文
章

の
う
ち
、
『
文
忠
集
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
周
必
大

の

「隊
陽
文
忠
公
集
古
録
序
」
と

「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
後
序
」

の
二
作
品

に
着

目
し
た
い
。
先
ず
、
「欧
陽
文
忠
公
集
古
録
後
序
」
に
お

い
て
は

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
百
三
十
四
か
ら
巻
百
四
十
三
に
収
録
さ
れ
る

「集
古
録
践
尾
」

に
お
け
る
編
纂

の
体
例
が
示
さ
れ
て
い

る
。
そ

の
内
容
は
大
凡
次
の
通
り
で
あ
る
。

「27一

碑
文
を
前
に
、
践
文
を
後
に
配
置
し
た
。
欧
陽
脩
は
自
ら
四
百
余
篇
の
践
文
が
あ
る
と
言
い
、
こ
れ
が
世

の
中

に
伝
わ

つ
て
い
る

本

(集
本
)
で
あ
り
、

一
方
欧
陽
脩
の
真
蹟
が
盧
陵

で
版
刻
さ
れ
、
そ
れ
に
は
二
百
四
十
余
篇

の
践
文
が
あ
る
。
集
本
と
比
べ
る

と
異
同
が
あ
り
、
疑
う
に
真
蹟
は

一
時
期

に
書
か
れ
た
も
の
で
、
集
本
は
後
に
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
集
古
録
践
尾
」
に

収
録
さ
れ
た
各
篇
は
何
本
に
基
づ
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
注
で
示
し
た
。
真
蹟
と
集
本
と
の
問
の
異
同
が
少
な

い
時
は
、
真
蹟
を

主
と
し
、
集
本
で
改
め
る
と
こ
ろ
に
は
注
を
し
た
。

こ
の
二
つ
の
本
が
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
時
は
、
両
方
を
収
録
し
た
。

天
理
本

『欧
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て
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こ

の
様
に
主
と
し
て

「
集
古
録
践
尾
」
編
纂
上
の
方
針
を
述
べ
た
後
に
、
『
文
忠
集
』

に
収
録
さ
れ
た

「欧
陽
文
忠
公
集
古
録
後
序
」

で
は
文
末
に
改
行
し
、

】
字
下
げ
て
次
の
様

に
記
述
す
る
。

集
古
践
既
刻
成
、
方
得
公
子
叔
弼
目
録
二
十
巻
。
具
列
碑
之
歳
月
。
難
朝
代
僅
差

一
二
、
而
紀
年
先
後
頗
有
倒
置
、
已
具
其
下
。

集
古
践
既
に
刻
成
し
、
方
め
て
公
の
子
叔
弼
の
目
録

二
十
巻
を
得
た
り
。
具
に
碑
の
歳
月
を
列
す
。
朝
代
僅
に

一
二
差
す
る
と
錐

も
、
而
れ
ど
も
紀
年
の
先
後
は
頗
る
倒
置
有
れ
ば
、
已
に
其
の
下
に
具
に
す
。

「集
古
録
践
尾
」
が
刊
行
さ
れ
た
後
、
欧
陽
脩
の
息
子

・
欧
陽
栞

(字
は
叔
弼
)
の

「
集
古
録
」

の
目
録

二
十
巻

を
手
に
入
れ
、
そ

れ
に
基
づ
き

「
集
古
録
践
尾
」

に
収
録
さ
れ
た
作
品
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
作
品
の
制
作
年
代
の
先
後
が
ひ

っ
く
り
返

っ
て
い

る
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
、
制
作
さ
れ
た
年
代
を

「
集
古
録
賊
尾
」

に
注
記
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ

の
欧
陽
秦

の
目
録
に
関
連
し
て
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』

の

「集
古
録
賊
尾
」
冒
頭
の
欧
陽
脩

「
集
古
録
目
序
」

の
後
に
、
歓
陽
秦

の

「
録
目
記
」
と
い
う
作
品
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
欧
陽
葉

の

「
録
目
記
」
で
は
、
「集
古
録
」

の
目
録
を
作
成

し
た
経
緯
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
「録
目
記
」

の
後
に
続
け
て
周
必
大
は
自
身
の

「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
序
」
を
配
置
す
る
。

そ
の
中
で
、
「録
目
記
」

で
は
集
古
録
践

二
百
九
十

二
篇
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
写
で
三
百
九
十
二
篇
の
間
違

い
で
は
な
い
か
、

あ
る

い
は
欧
陽
秦
の

「
録
目
記
」
は
作
成
年
を
欧
陽
脩
六
十
三
歳

の
時
で
あ
る
煕
寧

二
年

(
↓
〇
六
九
)
と
記
載
す
る
が
、
も
し
本
当

に
二
百
九
十
二
篇
な
ら
ば
ま
だ
収
集
が
進
ん
で
い
な
い
、
欧
陽
脩
若
年
の
時
に

「
録
目
記
」
は
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を

呈
し

て
い
る
。
ま
た
、
欧
陽
脩
が
暇
が
な
い
の
で
欧
陽
斐
が
目
録
を
作

っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
、
欧
陽
脩
が

「集
古
録
目
序
」

の
中

で
、
自
身
が
目
録
を
作

っ
た
と
述

べ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
、
更

に

「
集
古
録
蹟
尾
」
は
十
巻

で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず

、
欧
陽
秦

の
目
録
が
二
十
巻
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
疑
問

で
あ
り

「是
皆
可
疑
」
と
し
て
疑
問
の
目
を
向
け
た
後
に
、
「姑
以
秦

所
記
附
公
本
序
之
後
」
と
述

べ
、
取
り
あ
え
ず
欧
陽
脩

の

「
集
古
録
目
序
」

の
後
に
、
欧
陽
秦
の

「
録
目
記
」
を
配
置
し
た
と
言
う
。

か
か
る
周
必
大

の
疑
問
は
、
そ
の
筆
致

か
ら
欧
陽
秦
の

「
集
古
録
」

の
目
録

の
実
物
は
見
な
い
ま
ま
、
「録
目
記
」

の
み
の
記
載
内
容

か
ら
生
ま
れ
で
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

「
集
古
録
践
尾
」
が
十
巻
で
あ
る
が
、
欧
陽
斐
の
目
録
は
二
十
巻
に
な

っ
て
お
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り
、

こ
う
し
た
巻
数

の
相
違
か
ら
目
録
自
体
に
疑
い
の
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
は
、
実
物

の
目
録
を
見
れ
ば
目
録
自

体
に
問
題
が
あ
る

の
か
、
そ
れ
と
も
目
録

の
構
成
上
の
違
い
な
の
か
が
明
ら
か
に
な
り
、

一
気
に
解
決
す
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
前
掲
し
た

周
必
大
の

「欧
陽
文
忠
公
集
古
録
後
序
」

の
文
末
に
、
改
行
し
て

一
字
下
げ
て
記
述
し
て
い
た
箇
所
で

「方
得
公
子
叔
弼
目
録
二
十
巻
」

と
言
及
す
る
の
は
、
「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
序
」

の
記
述
か
ら
窺
え
た
様
に
、
周
必
大
が
実
物

の
欧
陽
秦

の

「集
古
録
」
目
録
を
目
賭

で
き
な
か

っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
実
物
の
目
録

二
十
巻
を
入
手
し
は

っ
き
り
と
確
認
し
た
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ

ま
り
、
そ
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
「
鰍
陽
文
忠
公
集
古
録
序
」
の
記
述
か
ら
は
、
周
必
大
が
欧
陽
秦
の

「
集
古
録

」
の
目
録
を
見

て

い
な

い
の
は
明
ら
か
で
、

一
方
、
「欧
陽
文
忠
公
集
古
録
後
序
」
に
お
い
て
文
末
に
改
行
し
て

一
字
下
げ

て
書
か
れ

て
い
る
部
分
は
、

明
ら
か
に
目
録

の
実
物
を
入
手
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
全
集
を
調
査
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
か
か
る
二
つ
の
部
分
は
大
き
な
ズ

レ
が
あ
り
、
同

一
作
者
の
筆
致
と
は
思
わ
れ
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
序
」
と

「
欧
陽
文

忠
公
集
古
録
後
序
」

(
文
末

に
改
行
し
て

一
字
下
げ
た
部
分
も
含
め
て
)
は
、
ど
ち
ら
も
周
必
大
の
全
集

『
文
忠
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
陳
振
孫

『
直
齋
書
録
解
題
』

の
記
事

で
、
周
輪
が

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
を
改
訂
し
た
際
に
入
手
し
た
欧

陽
氏
伝
家
本
は
欧
陽
脩
の
息
子

・
欧
陽
秦

の
編
纂
し
た
本
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「集
古
録
」
の
目
録
の
作
者
も
欧
陽
秦
で

あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
父

・
周
必
大
が

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
を
刊
行
し
た
後
、
欧
陽
架
の
編
纂
本
を
入
手
し
た
周
論
は
、
あ
わ
せ
て
歓

陽
秦

の

「
集
古
録
」
の
目
録

二
十
巻
も
手
に
入
れ

(
こ
の
欧
陽
秦
の
目
録
と
欧
陽
秦
編
纂
本
と
の
関
連
は
些
か
不
明

で
は
あ
る
が
、
編

者
が

同
じ
な
の
で
目
録
は
編
纂
本
と

一
体

の
も
の
と
し
て
入
手
し
た
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
欧
陽
秦
の
編
纂
本

の
中
に
目
録
は
含

ま
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
)、
曾
三
異
の
校
正
を
踏
ま
え
て
欧
陽
秦
編
纂
本
を
用
い
て

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
を
改
訂

し
刊
行
し
た
。
そ
の
際
、
周
論
は

「
集
古
録
蹟
尾
」
に
つ
い
て
実
際
に
入
手
し
た
欧
陽
秦
の
目
録
に
照
ら
し
て
作
品

の
制
作
年
を
注
記

し
た

の
で
、
そ
の
こ
と
を
補
足
説
明
と
し
て
書
き
加
え
た
の
で
は
な

い
の
か
。
「欧
陽
文
忠
公
集
古
録
後
序
」

の
文
末
に
、
明
ら
か
に

そ
れ

以
前
の
部
分
と
区
別
す
る
形
式
で
記
載
さ
れ
た
箇
所
は
、
「集
古
録
践
尾
」
編
纂

の
体
例
を
説
明
し
て
い
る
部
分
と
は
内
容
的

に

全
く
違

っ
て
お
り
、
し
か
も
改
行
、

一
字
下
げ
と
い
う
形
式
に
よ

っ
て
そ
れ
以
前
の
部
分
と
区
別
す
る
意
図
を
明
確

に
示
し
て
い
る
。

更

に
、
そ
れ
が
周
論

の
編
纂
し
た
周
必
大

の

『
文
忠
集
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
文
忠
集
』
を
編
纂
し
た
周
論
が

天
理
本

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て
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周
必
大
の
本
文
に
対
し
て
補
足
説
明
を
書
き
加
え
た
た
め
に
、
か
か
る
形
式
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次

に
天
理
本
を
見
て
み
る
と
、
天
理
本

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
の

「集
古
録
践
尾
」
の
巻
末
部
分
に
周
必
大
の

「
欧
陽
文
忠
公
集
古
録

後
序
」
が
収
録
さ
れ
、
し
か
も

『
文
忠
集
』

で
文
末
に
改
行
さ
れ
て
付
加
さ
れ
て
い
た
周
論
の
文
章
が
、
そ
の
ま
ま
改
行
さ
れ
た
形
式

を
と

つ
て
記
載
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
周
論

の
補
記
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
理
本
が
周

必
大
の
編
纂
し
た

『
欧
陽

文
忠
公
集
』

の
原
刻
本

で
は
な
く
、

そ
の
後

に
刊
行
さ
れ
た
周
論

の
改
訂
本

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
後
に
編
纂
さ
れ

た

『
四
部
叢
刊
』
所
収

の

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
で
は
、

こ
の
周
論
の
補
記

の
部
分
が
改
行
さ
れ
ず
に
、
周
必
大
の
原
文
と
繋
が

っ
て
し

ま
い
、
そ
の
区
分
が
な
く
な

っ
て
い
る
。
南
宋
本
編
纂
当
時
か
ら
時
間
的
に
も
か
な
り
隔
た

つ
て
お
り
、
『
四
部
叢

刊
』

の
編
纂
者
は
、

周
必
大
の
本
文
と
周
論
の
補
足
説
明
と
の
区
別
が

つ
か
な
か

っ
た
と
言
え
よ
う
。
更
に
、
既
に
見
て
き
た
様

に
周
必
大
の

『
文
忠
集
』

は
、
開
禧
年
間

(
一
二
〇
五
～

一
二
〇
七
)
に
周
輪
に
よ

つ
て
編
纂
さ
れ

て
い
た
。
そ
の

『
文
忠
集
』
中

に
、
改
訂

に
当
た

つ
て
の
周

論

の
補
記
が
記
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
周
論
の

『
欧
陽
文
忠
公
集
』

の
改
訂
が
開
禧
年
間
ま

で
に
は
終
了

し
て
い
た
こ
と
を

物
語

っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ

つ
て
、
天
理
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
国
宝

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
三
巻
附
録
五
巻
は
、
周
必
大

の

原
刻
本
に
基
づ
き
刊
行
さ
れ
た
周
論
の
改
訂
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

つ
た
。
周
必
大
の
原
刻
本

『歓
陽
文
忠
公
集
』
は
慶
元
二

年

(
一
一
九
六
〉
に
刊
行
さ
れ
、
周
論

の
改
訂
作
業
は
そ
の
約
十
年
後
の
開
禧
年
間
に
は
終
了
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

つ
ま
り
、
天

理
本

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
は
、
周
必
大

の
原
刻
本
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
後
す
ぐ
に
周
必
大
の
息
子

・
周
論
の
改
訂
を
経
て
刊
行

さ
れ
た
南
宋
刊
本

で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
中
国
、
台
湾
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
諸
本
と
は
違

い
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
完
本
の
形

で
今
日
に
伝
わ

つ

て
い
る
と
い
う
点

で
、
非
常
に
価
値
の
高

い
書
籍

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
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(
1
)
た

と
え
ば
、

中

国

の

『
北
京

図
書

館
古

籍
善

本
書

目
』
、

台
湾

の

『
国
立

中
央

図
書
館

善
本

書

目
』

の
目
録

を
調

査
す

る

と
、
『
北

京

図
書

館
古
籍

善
本

書

目
』

で
は
、



欧
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻
附
録
五
巻

存
二
十
五
巻

宋
慶
元
二
年
周
必
大
刻
本

欧
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻

存
四
十
巻

宋
慶
元
二
年
周
必
大
刻
本

欧
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻

存
五
巻

宋
慶
元
二
年
周
必
大
刻
本

欧
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻
附
録
五
巻

存
二
十
五
巻

宋
慶
元
二
年
周
必
大
刻
本

欧
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻
附
録

一
巻

存
七
十
二
巻

宋
刻
本

欧
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻

存
四
巻

宋
刻
本

欧
陽
文
忠
公
集

↓
百
五
十
三
巻

存
九
巻

宋
刻
本

駄
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻

存
五
十
巻

宋
刻
本

欧
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻
附
録
五
巻

存
七
十
五
巻

宋
刻
本

欧
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻

存
十

一
巻

宋
刻
本

欧
陽
文
忠
公
集

一
百
五
十
三
巻

存
四
巻

宋
刻
本

と
あ
り
、
十

一
の
宋
刊
本
が
確
認
で
き
、
台
湾

『
国
立
中
央
図
書
館
善
本
書
目
』
に
お
い
て
は
、

欧
陽
文
忠
公
集

存
三
巻

南
宋
刊
本

欧
陽
文
忠
公
集

存
五
巻

南
宋
中
期
覆
周
必
大
吉
州
刊
本

欧
陽
文
忠
公
集

存

↓
巻

南
宋
中
期
覆
周
必
大
吉
州
刊
本

の
様
に
宋
版
は
三
本
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
い
ず
れ
も
完
本
で
は
な
い
。
ま
た
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
も
宋
版

『欧
陽
文
忠
公
集
』
が
存
在

す
る
が
、
百
五
十
三
巻
の
う
ち
六
十
九
巻
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
の
流
伝
状
況
を
考
察
し
た
先
行
研
究
と
し

て
、

森

山
秀

二

「
欧
陽
脩

の

テ
キ

ス
ト

に

つ
い
て

ー

そ

の
成

立
過

程
を

中

心

に

ー

」

(
立

正
大
学

教
養

部
紀

要
第

二
十

七
号
、

一
九

九

三
年

)

を
挙

げ
る

こ
と

が

で
き

る
。

た
だ
、

残
念

な
が

ら
森

山
論

文

で
は
天

理
本

を
始

め
と
す

る
南

宋
本

は
直

接

の
考

察

対
象

か
ら
外

さ
れ

て

い
る
。

た
と

え
ば

、

台
湾

中
央

図
書

館

に
所
蔵

さ

れ

て

い
る

「
『
欧

陽
文

忠

公
集
』

存

三
巻

南
宋

刊
本
」

を

実
際

に
調

査

し
た

と

こ
ろ
、

破
損

が
激

し
く
、

一
部

は
文
字

が

不
鮮

明
に
な

っ
て
い
る
程

で
あ

る
。

天
理

本

『
欧
陽

文
忠

公
集
』

に

つ
い
て

一
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中

国
文
学

論
集

第

三
十
号

阿

部
隆

一

「
天
理

図
書
館

所
蔵

宋
金

元

版
本
考

」

(
ビ
ブ

リ

ア
七
十

五
、
天

理
図
書

館
、

一
九

八
〇

年

)。

周
必
大

の
作

品
は
、

小
稿

で
は

『
文
忠
集

』

(
四
庫

全
書

所
収

)

に
基

づ
く
。

『
欧
陽

文

忠
公

集
』

の
各
巻

末

に

は
、

そ

の
巻

担

当

の
校

正
者

に
よ

っ
て
、

校

訂

に
関

す
る

見
解

や
校

異
等

が
書

き

つ
け

ら
れ

て
い

る
。

小

稿

で
は
、

そ
れ

ら
を
校

勘

記
と

呼

ぶ

こ
と
に
す

る
。

こ

の
部

分

は
天
理

本

で
は

「
位
」

と

い
う
字

に
な

っ
て
い
る
。
宮

内
庁

本

や
台
湾

中
央

図
書

館
所
蔵

の
南
宋
本

は

こ

の
部

分

は
欠
本

で
確

認

で
き

な

い
が
、

四
部
叢

刊

本

そ

の
他

で
は

「
佐
」
字

に
な

っ
て

い
る
。

校
勘

部
分

の
記
載

な

の

で

「
朝

佐
」

と

は

丁
朝

佐

の

こ
と
と
思

わ

れ
る
。

「
位

」

と

「
佐
」

が

似

て

い
る

の
で
天
理

本

で
は
誤

っ
た

の

で
あ

ろ
う
。

周
必

大

の

『
文

忠
集

』

(
四
庫
全

書

所
収

)

で
は

こ

の
書

簡

に
は

「
紹

興

四
年
」

と

い
う
作
成

年

が
注
記

さ

れ

て

い
る
。
紹

興

四
年

と

は

一

一
三
四
年

の
こ
と

で
あ

り
、

周
必

大
九
歳

の
時

の
こ
と

と
な
る

の

で
、

紹
興

四
年

は

『
欧

陽
文
忠

公
集

』
編

纂
中

の
紹

煕

四
年

(
二

九

三
)

の
間
違

い
だ
と

思
わ

れ

る
。

よ

つ
て
、

小
稿

で
は
紹

煕

四
年
と

表
記

し

た
。

以

下
同

じ
。

胡

何

の
役

割

に

つ
い
て
は
、

注

(
1
)

の
森

山
論
文

の
中

で
も
考
察

が

あ

る
が
、

森

山
氏

も
述

べ
て

い
る
様

に
、

結
局

の
所

、

胡
何

の
役

割

は
は

つ
き

り
し

な

い
。

阿
部

隆

一
氏

は
、

注

(
3
)

の
論

文

の
中

で
周
必
大

が
原

刻
本

を
刊

行

し

た
後

に
覆

刻
本

が
出

版

さ
れ

た
と

し
、

三
種

類

の
宋
版

の
存

在

を

挙
げ

、

そ
れ

ら
は
字

様

か
ら
大

き

く

二
系

統

に
分

か
れ
る

と
述

べ
る
。

た

だ
、

そ
れ

ら

の
宋

版
が

覆
刻

の
関

係

で
あ

っ
た

か
ど

う
か

の

論

拠

は
示

さ
れ

て
い
な

い
。
『
直
齋

書

録
解

題
』

の
記

載

に
基

づ

け
ば
、

周
論

は

欧
陽

架

の
編
纂

本

を
用

い
て
曾

三
異

に
校

正

さ

せ

て
再

版

し

て

い
る

の

で
、

小
稿

で
は
改

訂

と

い
う
用

語
を

用

い
た
。

ち

な
み

に
、

宮
内

庁
書

陵

部
所

蔵

の
宋
版

『
欧
陽

文
忠

公
集

』

(
残
存

六

十
九

巻

)
と
、

天

理
本

と
を

比

べ
る

と
版
心

に
記

入
さ

れ
た
刻

工
者

名
が

異

な

っ
て

い
る
の

で
、

か
か
る

二
本

は
違

う
時
期

に
版
刻

さ
れ

た

こ
と

は
間
違

い
な

い
。

そ
の
前

後
関

係

に

つ
い

て
は
、

後
述

す

る
様

に
刊
行

時
期

を
確

定
す

る
手

が

か
り
と

な
る

「
集
古

録
蹟

尾
」

部

分
が
、

宮

内
庁

本

で
は
欠

け

て

い
る

の
で
、

現
在

の
と

こ
ろ

不
明

で
あ

る
。

周

必
大

の

『
欧
陽

文
忠

公
集

』
編

纂

に
関
連

す

る
文
章

の
う
ち
、

天

理
本

に
は
収

録

さ
れ

て

い
な

い
が
、

四
部
叢

刊
本

に
は
収
録

さ

れ

て

い
る

作
品

と

し

て

「
欧
陽

文
忠

公
年

譜
後

序
」

が
あ

る
。

天
理

本

よ
り
後

に
編
纂

さ

れ
た

四
部
叢

刊
本

で
は
冒

頭

に
敵

陽
脩

の
年

譜

が
あ

り
、

そ

の
最
後

に

「
漱
陽

文
忠

公
年

譜
後

序
」

が
付

加

さ
れ

て

い
る
。

一
方
、

天
理

本
を

調
査

し

て
み
る

と
冒

頭

に
年

譜

は
な

い
。
年

譜

一32一



部
分

が
欠

落

し
た
形

跡

は
な

く
、

し

か
も
周

必
大
編

纂
当

初

の
形

を
伝

え

て

い
る

と
思

わ
れ

る
天

理
本

に
、

か
か

る
年
譜

が
付

い
て

い
な

い
と

い
う

こ
と
は
、

周

必
大

が
編
纂

し

た
当
初

は
、

こ
の
年
譜

は

つ
い
て
お

ら
ず
、

そ

の
後

に
年
譜

が
付

加

さ
れ
た

と
考

え
る

の
が

妥
当

で
あ
ろ

う
。

ま
た
、

四
部
叢

刊
本

で
は

年
譜

の
後

ろ

に
付

加

さ
れ

て

い
る

「
欧

陽
文

忠
公

年
譜

後
序
」

の
文
末

に

「
郡

人

登
仕
郎

胡
何

謹

記
」

と
あ

り
、

こ

の
文

章

は
胡
何

が
作
者

の
様

に
も
思

わ
れ

る
。

し
か

し
、

こ
の

「
欧
陽

文
忠

公
年
譜

後
序
」

は
、

周

必
大

の

『
文
忠
集

』

に
周

必
大

の
作

品

と
し

て
収
録

さ

れ

て
い
る
。

こ
の
経
緯

は
詳

か

で
は

な

い
が

、
前

掲

し
た
森

山
論
文

で
は

「
胡

何

は
実
質

的

な
作
業

の

多
く

を
、

必

大

の
身

近

で
担
当

し

た

の
で
は
な

い
か
。

そ
の
胡

何

の
努
力

に
報

い
る

べ
く
、

名
前

を
記

し

た
と

い
う

こ
と

か
、
も

し

く
は

既

に
述

べ
た
よ
う

に
編

定
校

正

の
最
終
責

任
者

で
あ

っ
た
胡
何

の
名

を
、
最
後

の
仕
事

と
し

て
残

っ
た

『
年
譜
』

の
末
尾

に
記

し
た
と

い

っ

た

と

こ
ろ
が
実

状

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。
」

と
推

測
し

て
い
る
。

な

お
、
「
欧
陽
文

忠

公
年
譜

後
序
」

は
天

理
本

に
は
収
録

さ

れ

て

い
な

い

の
で
、
小

稿

で
は
考
察

の
対

象
外

と
し

た
。

陳
振

孫

の

『
直

齋
書

録
解

題
』

巻

八

に
は
欧
陽

秦

の
撰

と
し

て

「
集

古

目
録

二
十
巻

」

と
あ

り
、
陳

振
孫

の
頃

は

単
独

の
目
録

と

し

て
伝

わ

っ
て
い
た
様

で
あ

る
。

『
四
部

叢

刊
』
所

収

の

『
欧

陽

文
忠

公
集
』

に
は
元

刊
本

と

い
う
記

載

が
あ

る
が
、

清
水

茂
氏

は

『
唐

宋

八
家

文

二
』

(朝

日
新

聞
社

、

一

九
七

八
年

)
九
十

九
頁

に
、

「
『
重

整
内

閣
大

庫
残

本
書

影
』

に
見

え

る

こ
れ

と
同

じ
版

本
と

認

め
ら
れ

る
も

の

の
書

影

に
は
、

明

刊
本

と

注

さ
れ

て
い
る
。

恐
ら

く
そ

れ
が

正
し

い
で
あ
ろ
う
」

と
指

摘

す
る
。

一33一

(付

記

)

天
理
図

書
館

で
の
調
査

の
際

に
は
、

早

田

一
郎
、

田
淵

正
雄

両
氏

に
ご

教
示

い
た
だ
き

ま
し

た
。

こ

こ
に
感

謝

の
意

を
表

し
ま
す

。

天
理
本

『欧
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て


